
問合せ 糸魚川市福祉事務所 地域包括ケア係 ☎ 025-552-1511

リハビリ専門職

連携

対象者自宅

地域ケア会議

介護保険事業所

対象者・支援者共に無料で事業を利用できます

事業の利用方法 申込詳細は事業の手引きをご確認ください

委託事業者

対象者の自宅を訪問して助言

市内介護保険
事業所を訪問
して対象者を
アセスメント

地域ケア会議
に参加して
自立支援に
資する助言

アセスメント モニタリング

住宅改修
福祉用具・補助具
身体機能・動作

生活環境
介護・ケア

パワリハ利用者の
生活課題

パワリハ
修了者の
状況確認

退院後の
状況確認

糸病 ● ● ● ● ●

クレイドル ● ● ● ● ●

おおさわ ● ●

よしだ ● ● ● ●

おうみ ● ● ●

つむぎ ● ● ● ● ● ●

事業内容と委託事業所一覧

利用者の自宅へ一緒に訪問して介護やケアの助言をしたり、デイサービス事業所や地域ケア会議
でリハビリ専門職の視点からケアマネジメント支援の助言を行います。

ケアマネジャー・包括職員

地域リハビリテーション活動支援事業

リハビリ専門職の視点から
いろんな助言を受けられます

※利用者に直接リハビリを行うものではありません

介護やケア、身体動作や環境などの助言をします

介護・ケア
住宅改修
福祉用具・補助具
身体機能・動作

利用者の状態を
アセスメント

リハビリ専門職の
視点から自立支援
に資する助言

訪問

1
説明

対象者にチラシ
などを使って
事業の説明

委託事業所に
メール等で
直接申し込む

委託事業所と
訪問日時を
調整する

リハビリ専門職
と一緒に訪問して
助言をもらう

もらった助言を
ケアプラン等に
反映させる

2
申込

3
調整

4
助言

5
反映

65歳以上の高齢者で、ケアマネジャーや包括職員がリハビリ専門職のアセスメント
支援が必要と認めた方で、利用者本人が同意している方

対象
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